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平成２８年度における四国地区の下請法の運用状況等について 

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日

公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所四国支所 

第１ 下請法の運用状況 

１ 書面調査の実施状況（第１表参照）

 公正取引委員会では，下請取引の性格上，下請事業者からの下請法違反被疑事実について

の情報提供が期待しにくいことから，親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を

対象に定期的に書面調査を実施するなどして，違反行為の発見に努めてきている。 

書面調査は，近畿中国四国事務所四国支所（以下「四国支所」という。）管内（徳島県，香

川県，愛媛県及び高知県）に所在する資本金の額又は出資の総額が 1000 万円超の親事業者

1,040 名（製造委託等（注１）723 名，役務委託等（注２）317 名）及び当該親事業者と取引のある

下請事業者4,700名（製造委託等3,408名，役務委託等1,292名）を対象に実施した。 

（注１） 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。 

（注２） 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。 

第１表 書面調査の実施状況 

区 分 

年 度 

親事業者調査（名） 下請事業者調査（名） 

全国 四国 全国 四国 

平成28年度 39,150 1,040 214,500 4,700 

製造委託等 25,696  723 151,912 3,408 

役務委託等 13,454  317  62,588 1,292 

平成27年度 39,101 1,040 214,000 4,706 

製造委託等 26,559  732 151,499 3,639 

役務委託等 12,542  308  62,501 1,067 

平成26年度 38,982 1,013 213,690 4,836 

製造委託等 25,935  721 152,504 3,692 

役務委託等 13,047  292  61,186 1,144 

２ 下請法違反被疑事件の処理状況 

(１) 下請法違反被疑事件の新規着手及び処理の状況（第２表参照）

ア 新規着手状況 

新規に着手した下請法違反被疑事件は128 件（製造委託等84件，役務委託等44件）

であり，事件の端緒としては，公正取引委員会が親事業者及び下請事業者を対象に行っ

た書面調査によるものが126件（製造委託等82件，役務委託等44件），下請事業者等か

らの申告によるものが２件（製造委託等２件）である。 

イ 処理状況 

下請法違反被疑事件を処理した件数は130 件（製造委託等86件，役務委託等44件）

であり，このうち126件（製造委託等84件，役務委託等42件）について指導を行った。

指導を行った主な事件の概要は，別紙のとおりである。 

なお，四国地区の措置件数126 件の県ごとの内訳は，徳島県24件，香川県40件，愛

媛県40件，高知県22件となっている。 
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平成 28 年度においては，四国支所では，四国経済産業局と共同して，当該講習会

を４県４会場（うち公正取引委員会主催分は２県２会場）で実施した。 

２ 下請法等に係る相談  

公正取引委員会は，年間を通して，下請法等に係る相談を受け付けており，平成28年度に

おいては，四国支所では，154件の相談（下請法に係る相談144件，優越的地位の濫用規制に

係る相談10件）に対応した。 

３ 下請取引等改善協力委員 

   公正取引委員会は，下請法等の効果的な運用に資するため，各地域の下請取引等の実情に

明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している（平成29年３月末時点におけ

る四国支所管内の下請取引等改善協力委員は10名）。 

平成28年度においては，四国支所では，７月以降，下請取引等改善協力委員から下請取引

の現状等について意見聴取を行った。 
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平成２８年度における主な指導事件

１ 下請代金の支払遅延（第４条第１項第２号） 

① 生産用機械の部品の製造を下請事業者に委託しているＡ社は，下請事業者に対し，下請事

業者の給付を受領した日から60日以内に下請代金を支払わなければならないにもかかわらず，

「毎月25日納品締切，翌月末日支払」の支払制度を採っているため，一部の製品の下請代金

については，最長７日の支払遅延が生じることとなった。 

② 貨物の運送を下請事業者に委託しているＢ社は，下請事業者に対し，下請事業者の給付を

受領した日から 60 日以内に下請代金を支払わなければならないにもかかわらず，「毎月末日

締切，翌々月末日支払」の支払制度を採っているため，一部の役務の下請代金については，

最長32日の支払遅延が生じることとなった。 

③ 車両の修理を下請事業者に委託しているＣ社は，下請事業者からの請求書の提出が遅れた

ことを理由に，下請事業者に対し，あらかじめ定められた支払期日を経過して下請代金を支

払っていた。 

④ 原稿の作成を下請事業者に委託しているＤ社は，下請事業者と書面による合意をしていな

いにもかかわらず，下請代金の支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由に，下請事

業者に対し，あらかじめ定められた支払期日を経過して下請代金を支払っていた。 

２ 下請代金の減額（第４条第１項第３号） 

① 食品関連資材の製造を下請事業者に委託しているＥ社は，下請事業者に対し，「協賛費」と

して，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。 

② 衣類のクリーニングを下請事業者に委託しているＦ社は，下請事業者に対し，「値引き」と

して，下請代金の額から一定額を減じていた。 

③ 産業用機械の部品の加工を下請事業者に委託しているＧ社は，下請事業者との間で下請代

金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の手数料を下請事業者が負担する旨合意していたが，

自社が実際に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から減じていた。 

３ 割引困難な手形の交付（第４条第２項第２号） 

 ○ 商品パッケージの印刷を下請事業者に委託しているＨ社は，下請事業者に対し，手形期間

が120日（繊維業以外の業種において認められる手形期間）を超える手形を交付していた。 

別紙 


